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障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。
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名 称 所 在 地 開設者の住所及び氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

大洲中央病院 大洲市東大洲５番地
大洲市
医療法人北斗会
理事長 大久保 啓二

精神通院医療 平成１８年
１１月１日

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３番地
八幡浜市
社団法人八幡浜医師会
会長 中島 俊明

精神通院医療 平成１８年
１１月１日

医療法人仁友会南松山病院 松山市朝生田町一丁目３番１０号
松山市
医療法人仁友会南松山病院
理事長 尾� 光泰

精神通院医療 平成１８年
１１月１日

医療法人光宗クリニック 松山市勝山町２－５－４小笠原ビル２
Ｆ

松山市
医療法人光宗クリニック
理事長 光宗 勝繁

精神通院医療 平成１８年
１１月１日

医療法人同心会西条中央病院 西条市朔日市８０４番地
西条市
医療法人同心会
理事長 中村 尚夫

精神通院医療 平成１８年
１１月１日

三好神経内科 松山市平和通一丁目４－１１ 松山市
三好 典彦 精神通院医療 平成１８年

１１月１日

みやもとクリニック 松山市府中８００番地１
松山市
医療法人みやもとクリニック
理事長 宮本 正道

精神通院医療 平成１８年
１１月１日

岡井薬局 伊予市灘町３０１－２
伊予市
岡井薬局有限会社
代表取締役 岡井 哲

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

テイクとりのき薬局 伊予市下吾川３８０番地１１２
伊予市
有限会社テイク・ディスペンサリー
代表取締役 鬼嶋 武敏

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

テイクえくび薬局 伊予郡松前町恵久美７１８－５
伊予市
有限会社テイク・ディスペンサリー
代表取締役 鬼嶋 武敏

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

パール薬局 宇和島市御殿町３－６
宇和島市
有限会社宇和島調剤
代表取締役 野本 壽

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

はまゆう薬局 宇和島市御殿町４－１９
宇和島市
有限会社宇和島調剤
代表取締役 野本 壽

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

フラワー薬局 伊予郡砥部町高尾田２９５
伊予郡砥部町
有限会社フラワー薬局
代表取締役 園浦 誠子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

フラワー薬局千舟町店 松山市千舟町四丁目３番地４
伊予郡砥部町
有限会社フラワー薬局
代表取締役 園浦 誠子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日
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�愛媛県告示第１６６５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１８年１１月１７日

コスモス薬局 四国中央市下柏町６７８－１
四国中央市
有限会社ネオファルマー
代表取締役 香川 将章

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局新居浜店 新居浜市新田町２－２－１７
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局松木町店 新居浜市松木町３－７水野ビル１Ｆ
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局森の国店 北宇和郡松野町大字延野 １々４１１－１
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局一本松店 南宇和郡愛南町一本松５１５７番地
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局城辺町店 南宇和郡愛南町城辺２４８１－１
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局ミルクの里店 西予市野村町野村９号２－２
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局宇和町店 西予市宇和町卯之町５－２４１－１
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局宇和島店 宇和島市丸之内二丁目１－４
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局卯之町店 西予市宇和町卯之町一丁目４０４番地
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ワタキュー薬局東大洲店 大洲市田口甲８７番１
京都市
株式会社フロンティア
代表取締役 大西 且祐

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

かもめ調剤薬局 八幡浜市沖新田１５１０番地１６４
八幡浜市
有限会社薬寿
代表取締役 祖母井 弘澄

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

しみず調剤薬局 西予市三瓶町朝立１番耕地２２番地７
西予市
有限会社しみず調剤薬局
代表取締役 清水 えり子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

グリーン薬局 八幡浜市五反田１番耕地１０５５
西予市
有限会社しみず調剤薬局
代表取締役 清水 えり子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

大洲薬局 大洲市常磐町８７－１ 大洲市
高井 眞由美

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

有限会社なのはな調剤薬局 大洲市新谷町甲９６松葉屋ビル１Ｆ
大洲市
有限会社なのはな調剤薬局
代表取締役 渡邉 正博

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

くれよん薬局 大洲市東大洲７４番地３
大洲市
有限会社尾上調剤
取締役 尾上 聖三

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

ハロー薬局 大洲市田口甲３７２－２
大洲市
有限会社ハロー薬局
代表取締役 井手 多津枝

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

村上薬局 大洲市長浜甲２７６
大洲市
有限会社村上薬局
代表取締役 村上 晋悟

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

長浜薬局 大洲市長浜甲２９５
大洲市
有限会社村上薬局
代表取締役 村上 晋悟

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

オレンジ薬局 西予市三瓶町朝立２番耕地１－４５
大洲市
有限会社大洲調剤
代表取締役 新川 哲男

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

みどり薬局 大洲市徳森字小鳥越２６３－９８
大洲市
有限会社大洲調剤
代表取締役 新川 哲男

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

新川薬局 大洲市大洲６４２ 大洲市
新川 保

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

たにもと薬局 大洲市徳森１９９０番地１
大洲市
有限会社ケンシンファーマシー
代表取締役 谷本 勝司

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

あさひ堂薬局 喜多郡内子町内子２２３０番地
喜多郡内子町
有限会社あさひ堂薬局
代表取締役 森並 浩一郎

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１１月１日

愛 媛 県 報平成１８年１１月１７日 第１８１３号
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�愛媛県告示第１６６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市蒼社川土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������
�愛媛県告示第１６６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市下林上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１６６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、松山市平井町地域に係る県営土地改良事業計画を変更したの

で、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、

次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・谷之内上地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１１月２０日から１２月１８日まで

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マックスバリュ今治阿方
店

今治市阿方字山之間
甲３７１番２外２３筆

大規模小売店舗を設置する者
及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

マックスバリュ西日
本株式会社
代表取締役
原田 昭彦

マックスバリュ西日
本株式会社
代表取締役
藤本 昭

平成１８年
５月１７日

平成１８年
１０月２７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労

政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 三 俊 今治市松木１３０番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 高 徳 東温市下林甲９８２－３番地

〃 森 博 東温市下林甲１３３－１番地

〃 白 石 盛 重 東温市下林甲１０２１－１番地

〃 松 下 慶 三 東温市下林甲８６２番地

〃 森 芳 宏 東温市下林甲１２６－２番地

〃 森 啓 介 東温市下林甲４２７番地

〃 丹生谷 衛 東温市下林甲５４０番地

〃 青 井 一 榮 東温市下林甲４９７番地

〃 松 本 登喜夫 東温市下林甲１３０３－１番地

〃 松 田 勝 利 東温市下林甲９２６番地

〃 白 石 喜一郎 東温市下林甲１３３７番地

〃 高須賀 武 省 東温市下林甲７１９－１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 高 徳 東温市下林甲９８２－３番地

〃 森 博 東温市下林甲１３３－１番地

〃 青 山 貞 範 東温市下林甲１１２５－３番地

〃 八 木 久 夫 東温市下林甲１０１７番地

〃 森 薫 東温市下林甲１４２７－３番地

〃 森 芳 宏 東温市下林甲１２６－２番地

〃 森 長 幸 東温市下林甲２１８－３番地

〃 丹生谷 美 雄 東温市下林甲１２４３番地

〃 丹生谷 清 美 東温市下林甲４８９－１番地

〃 井 本 修 東温市下林甲８７７番地

〃 松 田 勝 利 東温市下林甲９２６番地

〃 越 智 清 重 東温市下林甲１２７０－１番地

監 事 藤 井 省 三 東温市下林甲２９６番地

〃 窪 田 正 道 東温市下林１２１６番地

監 事 青 山 貞 範 東温市下林甲１１２５－３番地

〃 藤 井 省 三 東温市下林甲２９６番地

愛 媛 県 報平成１８年１１月１７日 第１８１３号
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３ 縦覧場所

松山市役所
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�愛媛県告示第１６６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、松山市北梅本町地域に係る県営土地改良事業計画を変更した

ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、

次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・葉佐地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１１月２０日から１２月１８日まで

３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第１６７０号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・徳吉地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

徳吉地区）計画書の写し

� 東温市農地、農業用施設災害復旧事業及び土地改良事業分担

金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１１月２０日から１２月１８日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第１６７１号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・除地区）の施行は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

除地区）計画書の写し

� 東温市農地、農業用施設災害復旧事業及び土地改良事業分担

金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１１月２０日から１２月１８日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第１６７２号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備事業・

尾股地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ため池等整備事業・尾股地区）変更計画

書の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１１月２０日から１２月１８日まで

３ 縦覧場所

松山市役所
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�愛媛県告示第１６７３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１６７４号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町柳井川字本村３１５２の２（国有林）、西谷

字郷角１３３４５の２、１３３４８の４

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

２� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町柳井川字本村５２４の３・１００１の３・１００２

の２・２７３９の２・２７４９・２７５１の２（以上６筆国有林）

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

３� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町直瀬乙１４５０の２、乙１６１７の３から乙１６１７

の５まで、乙１６１７の８、乙１６２８の３、乙１６３１の４

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 小田地区 平成１８年１０月２３日

愛 媛 県 報平成１８年１１月１７日 第１８１３号
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� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

４� 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字名荷６２の２

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

指定理由の消滅

５� 解除予定保安林の所在場所

松山市九川字口木乙１の２、字市後乙３１６の５２、乙３１６の５３、

字本谷乙３１９の４、字井ノ谷乙３２２の４、字中山乙５６３の２、

乙５６４の５、乙５８６の２、乙５９１、乙５９２の２、乙５９９の２、

乙６１５の３、乙６１７の３から乙６１７の６まで、字大栗谷乙６１８、

乙６１９の５、乙６１９の６、乙８７６の２、乙８７７の２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

６� 解除予定保安林の所在場所

大洲市豊茂丙９１の４、丙９１の５

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

指定理由の消滅

７� 解除予定保安林の所在場所

喜多郡内子町本川３７３６の５、３７３６の６、３７３７の８から３７３７の

１０まで、３７３８の３、３７３８の４

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

８� 解除予定保安林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字父野川中２０９の４、１５４７の３、１５４９の５

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１６７５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

東温市松瀬川字添谷乙９６の５、乙９７の４、乙９７の５、乙９９の

１８、乙９９の１９、乙９９の３３、乙９９の３４、乙１０７の２、乙１０９の３

から乙１０９の５まで、乙１１０の１２、乙１１１の２

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

指定理由の消滅

２� 解除予定保安林の所在場所

東温市松瀬川字添谷乙９６の５、乙９７の４、乙９７の５、乙９９の

１８、乙９９の１９、乙９９の３３、乙９９の３４、乙１０７の２、乙１０９の３

から乙１０９の５まで、乙１１０の１２、乙１１１の２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

３� 解除予定保安林の所在場所

東温市則之内字城谷丙６０７の２７、丙６０７の２８

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅
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�愛媛県告示第１６７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

松山市

２ 都市計画事業の種類及び名称

松山広域都市計画公園事業

５・７・４ 北条公園

３ 事業施行期間

平成１８年１１月１７日から

平成２０年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

なし

� 使用の部分

愛媛県松山市大浦 地内

�愛媛県告示第１６７７号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

財務会計オンラインシステム端末機
器一式

愛媛県出納事務局
会計課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年１１月６日
香川県高松市中野町２９
番２号
ＮＥＣリース株式会社
四国支店

９３９，７５０円
（月額） 一般競争入札 平成１８年９月２６日

愛 媛 県 報平成１８年１１月１７日 第１８１３号
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公 告
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

行政情報処理端末機ほか一式の借入れ

� 借入物品名及び数量

行政情報処理端末機ほか一式（ハードウェア一式、ソフトウ

ェア一式、搬入等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１９年３月１日から平成２５年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部ほか

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成１８・１９

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有する

と認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３１

� 入札書の受領期限

平成１８年１２月２７日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年１２月２７日（水）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年１１月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１１月８日 ＮＰＯ法人 浜の会 脇 本 千穗子 愛媛県八幡浜市向灘高城３０６７番地
２８

この法人は、主に八幡浜市内を対象に、障害者
の自立と社会参加を進めるため、障害者の働く
機会の提供と障害者が地域で生活する環境づく
り等を図りながら、障害者と健常者が共生でき
る社会づくりの推進に寄与することを目的とす
る。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１０月２７日 特定非営利活動法人
クイックネイル協会 三 好 愛 兵庫県神戸市東灘区御影町御影字

篠坪１３８０番地の１
この法人は、一般市民に対してネイルの芸術性
を認識して簡単にできるアートとして周知させ
ることにより学術、文化、芸術の振興を図り、
明るく活力ある社会形成に資することを目的と
する。

愛 媛 県 報平成１８年１１月１７日 第１８１３号

９８８



選挙管理委員会告示

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

Administrative information processing terminal unit and

others，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２７ December，２００６

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Finance Division，Administration

Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２

Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime ７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３１

�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により不在者投票のできる施設として指

定したもののうち、次の施設についてその指定を取り消した。

平成１８年１１月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成１８年１１月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

施設の種類 施設の名称 所 在 地

病院
独立行政法人国
立病院機構四国
がんセンター

松山市堀之内１３

施設の種類 施設の名称 所 在 地

病院
独立行政法人国
立病院機構四国
がんセンター

松山市南梅本町甲１６０

平成１８年１１月１７日 発行
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